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かみかわ町長コラム

5年ぶりに開催「町民体育祭」 神川町長　櫻澤　晃

　10月8日（日）かみかわ町民体育祭が開催されました。今
回は15の行政区の皆様に参加頂きましたが、イベント開
催にあたり、スポーツ協会支部長さんを始め、行政区長さ
ん、選手役員の皆様には大変お世話になりました。
　「健康」や「コミュニティ」、「チームワーク」の大切さ
を改めて感じる大会となりました。関係者の皆様に心から
感謝申し上げます。

冬桜が開花

　城峯公園内に咲く冬桜は10月下旬から12月上旬が見頃です。今年
も薄紅色の小さな八重の花が、周囲の紅葉した樹木と共に美しい光景
を見せてくれています。同時期には日没から午後8時までライトアッ
プも行われますので、寒くない服装でぜひお出かけください。

かみかわの歴史・発見！　

第38回　石造物紹介②　地蔵菩薩

問合せ　生涯学習課　文化財担当　☎0274-52-2586　FAX0274-52-2586

　石造物紹介の2回目は「地
じ ぞ う ぼ さ つ

蔵菩薩」です。

　「お地蔵さん」や「お地蔵さま」と し て 親 し ま れ 町 内 に 多 く 見 ら れ る

地蔵菩薩は、 釈
し ゃ か に ょ ら い

迦如来が入
にゅうめつ

滅※してから、 弥
み ろ く ぼ さ つ

勒菩薩が現れるまでの

五十六億七千万年の長い間、 現世に仏が不在となってしまうため、 六
ろくどう

道

すべての世界 （地獄道 ・ 餓鬼道 ・ 畜生道 ・ 修羅道 ・ 人道 ・ 天道） に現れ

て衆
しゅじょう

生※救う菩薩であるとされています。

　地蔵信仰は、 平安時代の初め頃に中国から伝えられましたが、 庶民の間に

広まるようになるのは、 室町時代になってからのことです。 江戸時代になる

と、 民間信仰と結ばれて子育て・火防・盗難除け・病気平癒など庶民のあらゆ

る願いをかなえてくれる仏として広く信仰されるようになり、 たくさんの地

蔵菩薩像が立てられました。 また道
ど う そ じ ん

祖神信仰と結びつき、町外れや辻に 「町

の結界の守護神」 として立てられることも多くあります。

※入滅…釈迦が亡くなること

※衆生…生命のあるすべてのもの 地蔵菩薩（大字上阿久原）

人事行政の運営等について公表します
問合せ　総務課　職員担当　☎０４９５-７７-２１14　FAX０４９５-７７-3915

　「神川町人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例」に基づき、人事行政の運営等についてお知ら

せします。制度の公平性・透明性を高め、町民の皆様

にご理解をいただくことを目的としています。

１．職員の任免および職員数に関する状況

(１）職員の採用状況（令和５年度）

     ４名（うち男性１名、女性３名）

（２）部門別職員数の状況

職員数
増減数

令和4年度 令和5年度

普

通

会

計

一

般

行

政

議　　会 2 2 0

総　　務 30 31 1

税　　務 11 11 0

労　　働 0 0 0

農林水産 8 6 ▲２

商　　工 3 3 0

土　　木 9 9 0

民　　生 28 31 3

衛　　生 12 13 1

計 103 106 3

教　　育 22 22 0

普 通 会 計 計 125 128 3

公
営
企
業
等

会

計

部

門

水  　 道 4 4 0

下 水 道 1 0 ▲１

そ の 他 13 11 ▲２

公営企業等会計部門計 18 15 ▲３

合 計 143 143 0

２．職員の人事評価の状況

（１）評価方法

①能力評価…評価項目ごとに定める着眼点に基

 　づき、職務遂行の過程において発揮された職

　 員の能力を客観的に評価

②業績評価…職員があらかじめ設定した業務目

 　標の達成度やその他設定目標以外の取組に　

　 より、その業務上の業績を客観的に評価

（２）評価期間　　毎年４月１日～翌年３月３１日

（３）評価結果の活用　被評価者の任用、給与、分限

その他の人事管理の基礎として活用

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 39.1 歳 300,900 円 330,800 円

①職員の平均年齢、平均給料月額および平均給

　 与（給料と諸手当）月額の状況

区　分 大学卒 短大卒 高校卒

一般行政職 191,700 円 175,300 円 164,100 円

（2）職員の手当の状況（令和4年度）

①期末・勤勉手当

ⅰ １人あたり平均支給額　1,387千円

ⅱ 支給割合 期末手当2.40月分　勤勉手当2.00月分

②退職手当　平均支給額　16,337千円

③諸手当

手当名
支給単価
（月額）

支給実績
（総額）　

支給職員
１人当たり

平均支給年額

扶養手当 6,500～10,000円 13,352 千円 230 千円

住居手当
借家16,000～  

28,000円
5,674 千円 247 千円

通勤手当
自動車 2,000 ～

18,700円
 7,201 千円 68 千円

管理職

手当

課長級：
53,000円
課長補佐級：
35,000円

21,312 千円 507 千円

（3）特別職の報酬等の状況（令和４年度）

区分 給料月額等

給　料

町長 723,000 円

副町長 601,000 円

教育長 565,000 円

期末手当 共通 4.40 月分　役職加算　15%

３．職員の給与の状況

（１）職員の平均給与月額、初任給等の状況

    （令和5年4月1日現在）

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）年次有給休暇の取得状況

令和4年1月1日から令和4年12月31日 ま で の

職員の年次有給休暇の平均取得日数は8日と1

時間であり、前年より13.5時間増加しました。

（２）時間外勤務の状況（令和４年度）　　

職員１人あたりの時間外勤務　　月平均6.8時間

５．職員の分限及び懲戒処分の状況

　令和4年度は分限処分 （休職処分）、 懲戒処分 （減

給処分） はありませんでした。

６．職員の退職管理の状況

　再就職者が就職先である企業等のために現職職

員に働きかけを行うことは公務の公正およびこれら

に対する住民の信頼を損ねるおそれがあるため、 離

職後に企業等に再就職した元職員による働きかけ

が禁止されています。

７．公平委員会の業務の状況

　 令和4年度において、職員からの勤務条件に関す

る措置の要求、および不利益処分に関する不服申立

ての事由はありませんでした。

②職員の初任給の状況


